
 資 料 ３  

構造計算書偽装問題に係る危険な分譲マンションに対する支援策 

 

〔 H17 補正予算(国費)：50 億円、H18 予算(国費)：1,520 億円の内数 〕 

 

【対象となる分譲マンションの要件】 
① 構造計算書の偽装を原因とし、違反建築物が建築されたこと自体について区分所有者

に責のないこと 

② 構造計算書の重大な偽装が建築確認において発見するに至らなかったものであること 

③ 区分所有者が自ら居住する住戸が大部分であること 

④ Qu/Qun（保有水平耐力/必要保有水平耐力）が 0.5 未満で、耐震改修による対応は困難

であり、建築基準法第９条に基づく除却命令を受けたものであること 

 

 

【地域住宅交付金による助成対象】（国 45%：地方 55%） 

① 地方公共団体における相談窓口の整備費用 
* 全額を助成 

 

② 移転費や仮住居の家賃軽減費用 
* 移転費助成：25 万円までの実費を助成。原則２回まで。 

* 家賃助成 ：家賃（原則 15 万円／月を限度）の２／３を助成。 

* 原則３年６ヶ月。 

 

③ 対象マンションの除却費 
* 全額を助成 

 

④ 対象マンションの建替えの際の廊下･エレベーター等の共同施設整備費 
* 全額を助成 

 

⑤ 建替えに係る新たな住宅ローンの利子相当分の軽減費用 
* 新たな住宅ローンを 2,000 万円借入れた場合、所得等に応じて、192 万円から最大 

603 万円 

 

所  得 給与収入 
最大助成額 

＊2,000 万円借入の場合 
①1,200 万円超 1,442 万円超 192 万円 

②600 万円超 1,200 万円以下 800 万円超 1,442 万円以下 192 万円～354 万円 
③600 万円以下 800 万円以下 354 万円 

④346 万円超 600 万円以下 500 万円超 800 万円以下 354 万円～603 万円 
特例対象者 

⑤346 万円以下 500 万円以下 603 万円 

※住戸面積(70 ㎡)相当を上限とし、それに対応した借入額 2000 万円の利子負担相当分を上限

とする。 

※特例対象者：収入および資産の状況等から特に支援が必要な者。 
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地域住宅交付金地域住宅交付金

安心して利用できる
住宅相談・住情報提供

広場の整備
生活道路の整備
（密集住宅市街地等）

民間住宅の
耐震改修

公営住宅の建替え

デイサービスセンター・
保育所等の整備

地域優良賃貸住宅の整備

緑地の整備

筋交い

構造用
合板

地域住宅交付金の概要

地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域に

おける住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進する

ための支援制度 【平成19年度予算額 1,870億円】

【ポイント】

○地方の自主性･裁量性の向上

・既存の補助事業をメニュー化し、地方公共団体が作成した地域住宅計画に基

づき弾力的に実施可能

・地方公共団体独自の提案による従来補助対象外の事業も交付対象として支援

○地方の使い勝手の向上

・各事業への交付金の充当率を地方公共団体が自由に決定

・事業間流用･年度間流用が自由

○事前審査から事後評価へ

・地方公共団体が自ら設定した目標等をもとにした事後評価を実施して公表

【交付対象事業】

○基幹事業

公営住宅･地域優良賃貸住宅の整備、既設公営住宅の改善、

不良住宅地区の改良、密集住宅市街地の整備、関連公共施設の整備 など

○提案事業

地方公共団体独自の提案による地域の住宅政策実施に必要な事業等

(例)・民間住宅の耐震改修･建替え

・公営住宅等と社会福祉施設等の一体的整備

・住宅相談･住情報提供

【交付金の額】

交付金算定対象事業費の概ね45％を助成
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「阪神・淡路大震災」と「構造計算書偽装問題に係る 
危険な分譲マンション居住者に対する公的支援措置」 

における公的支援措置の比較 
 

 阪神・淡路大震災における 
住宅関係の 
公的支援措置 

構造計算書偽装問題に係る 
分譲マンション居住者に対する 

公的支援措置 
･移転費  

 
 
 
 

○地域住宅交付金 
〔国 45％,地方 55％,居住者 0％〕 
・提案事業 50 万円（＝25×2 回） 
 
 
 

･仮住居 
の家賃 

○応急仮設住宅の建設 
〔国 50～90％,地方 50～10％ 
,居住者 0％〕 
・ 補助対象限度額 243.3 万円 

 

○地域住宅交付金 
〔2/3 について国 45％,地方 55％ 
,居住者 1/3〕 

・提案事業 420 万円（=10 万円×42 箇月）
 
 
 
 
 
 

･除却費 ○がれき等の災害廃棄物処理 
〔国 1/2,地方 1/2,居住者 0％〕 
・廃棄物処理費用 

 
○優良建築物等整備事業 
〔阪神・淡路 国 2/5,地方 2/5,居住者 1/5〕
 ・除却費 

 

○地域住宅交付金 
〔国 45％,地方 55％,居住者 0％〕 

 
 

･共同施設 
整備費 

○優良建築物等整備事業 
〔阪神・淡路 国 2/5,地方 2/5,居住者 1/5〕

 ・共同施設整備費 
（参考）阪神･淡路大震災の復興にお

けるマンション建替えでの
利用実績 96 件／109 件 

○地域住宅交付金 
〔国 45％,地方 55％,居住者 0％〕 

 
 

･住宅ロー
ンの利子
相当分 

○被災住宅再建対策事業等（阪神･淡路大
震災の復興のため国･県･市の助成で利
子補給） 
・当初５年間の金利０ 
（参考）実績 11,869 件 

（マンション購入のほか 
戸建て建設等も含む。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○地域住宅交付金 
〔国 45％,地方 55％,居住者 0％〕 

 ・提案事業 
所得に応じて 192～354 万円 

  （収入及び資産の状況等から特に 
支援が必要な者は最大 603 万円） 

｛ ｝：活用実績なし 

※ 移転費助成について 
・1回当たり 25 万円以内の実費を助成 
・原則 2回まで 

※ 基幹事業（2/3）＋提案事業（1/3）
により全額を対象 

○防災集団移転促進事業 
〔国 3/4、地方 1/4,居住者 0％〕 
・406 万円 
・移転者の住宅建設・土地購入に対
する借入金の利子相当額 

○がけ地近接等危険住宅移転事業 
〔国 1/2、地方 1/2,居住者 0％〕 
・最大 708 万円 
・危険住宅に代わる住宅の建設(購
入)資金の借入金の利子相当額 

※ 家賃助成について 
・家賃（月額）のうち 15 万円（地域の
状況により 20 万円）を上限としてそ
の 2/3 を助成 
・助成期間は原則 3.5 年間  

○優良建築物等整備事業 
〔阪神・淡路 国 2/5,地方 2/5 
,居住者 1/5〕 

 ・家賃補償費 

○優良建築物等整備事業 
〔阪神・淡路 国 2/5,地方 2/5 
,居住者 1/5〕 

 ・移転補償費 

※ 基幹事業（2/3）＋提案事業（1/3）
により全額を対象 
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緊急構造計算書偽装問題対策事業に係る利子負担相当分の助成について 

 

 
 

１．基本的考え方 
○ 所得や生活再建の困難度に応じた支援 

○ 災害時における公庫融資（金利特例）、利子補給制度等との均衡 

○ 生活再建に必要な水準の助成（住戸面積(70 ㎡)相当を上限とし、それに対応した借入額 2000 万円の利子負担相当分を上限） 
 
 
 

２．助成額 

所  得 考え方 
金利引き下げ幅 

*平成 18 年 4月 3 日現在 

最大助成額 

＊2,000 万円借入の場合 

①1,200 万円超 公庫災害復興住宅融資の金利まで低減(10 年間) 
▲1.21% (3.21% → 2.00%) 192 万円 

②600万円超1,200万円以下 所得に応じて①と③の間の額 192 万円～354 万円 

③600 万円以下 公庫災害復興住宅融資の金利まで低減(35 年間) ▲1.21%(3.21% → 2.00%) 354 万円 

④346 万円超 600 万円以下 所得に応じて③と⑤の間の額 354 万円～603 万円 特例

対象

者 
⑤346 万円以下 

公庫災害復興住宅融資の金利まで低減(35 年間) 

＋阪神淡路大震災の利子補給制度 

当初5年間：▲3.21%(3.21%→無利子)

6～10 年 ：▲2.21%(3.21%→1.00%）

11 年～  ：▲1.21%(3.21%→2.00%)

603 万円 

※住戸面積(70 ㎡)相当を上限とし、それに対応した借入額 2000 万円の利子負担相当分を上限とする。 

※特例対象者：収入および資産の状況等から特に支援が必要な者。 
 
 
 

３．求償への協力 

 国及び地方公共団体による危険な分譲マンションの売主への求償への協力を条件とする。 

 構造計算書偽装問題に係る危険な分譲マンションの建替え後のマンションを取得するために新たに住宅ローンを借

り入れる者に対し、利子負担相当分の助成を行う。（地域住宅交付金の提案事業を活用） 

今回の公庫

の特例金利

公庫災害復興

住宅融資金利 
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■所得要件の考え方 

 1200万円（給与収入1442万円）以下：公庫融資基準金利適用対象者の収入要件 

  600万円（給与収入800万円）以下：公庫融資限度額上限（融資率８割）の適用対象者の要件 及び 

                被災者生活再建支援制度における支援対象者の収入要件 

  346万円（給与収入500万円）以下：被災者生活再建支援制度における支給額300万円の者の収入要件 

603 万円 

公庫災害復興住宅融資の金利まで低減(35 年間)

＋阪神淡路大震災の利子補給制度 

当初 5年間：▲3.21%(3.21%→無利子)  

6～10 年 ：▲2.21%(3.21%→1.00%） 

11 年～  ：▲1.21%(3.21%→2.00%) 

192 万円 

公庫災害復興住宅融資の金利まで低減(10 年間) 

▲1.21% (3.21% → 2.00%) 

354 万円 

公庫災害復興住宅融資の金利まで低減(35 年間) 

▲1.21%(3.21% → 2.00%) 

今回の公庫の特例金利：3.21% 

公庫災害復興住宅融資金利：2.00% 

* 平成 18 年 4 月 3 日現在 

○利子負担相当分助成概念図 

最大助成額（万円） 

 特例対象者

約 350 

所得（万円）
1200600

約 200 

①②③ 

約 600 

346

④⑤ 
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１ 計画的な耐震化を促進します

改正耐震改修促進法のポイント

●指示等の対象に、幼稚園、小中学校、老人ホーム等を追加 【法改正】

あわせて、これらの建築物の規模要件を引き下げ、指導等の対象も拡大 【政令改正】

例．特定建築物（幼稚園・保育園）の規模要件 （旧）３階・１０００㎡以上→（新）２階・５００㎡

●指示等の対象に、危険物を取り扱う建築物を追加 【法改正・政令改正】

●指導等の対象に、道路閉塞させる住宅・建築物（下図）を追加 【法改正・政令改正】

※都道府県耐震改修促進計画において、対象となる道路（※）を指定。さらに、緊急輸送道路の場合は補助率をかさ上げ

●地方公共団体の指示に従わない特定建築物を公表 【法改正】

●倒壊の危険性の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令 【建築基準法】

２ 建築物の所有者等に対する指導等を強化します

平成18年1月26日施行

国による基本方針 【告示】

《主な内容》
●基本的な事項
●耐震化の目標（住宅・特定建築物）
７５％(H15)→少なくとも９割(H27)
●技術指針
●啓発及び知識の普及
●都道府県耐震改修促進計画の内容

地方公共団体による耐震改修促進計画
（都道府県は遅くとも１年以内を目途に策定）

《主な内容》

●耐震化の目標

●公共建築物について、速やかな耐震診断、結果

の公表、整備プログラム策定等

●耐震診断・改修の促進を図るための施策

●避難者等の通行を確保すべき道路（※道路閉塞）

●建築物の所有者に対する指導等の考え方

●地震防災マップ、相談体制の整備等

●都道府県内の市町村耐震改修促進計画の策定

②前面道路幅員が１２ｍ以下の場合
６ｍの高さを超える建築物

道路４ｍ

６ｍ

高さ６ｍ

①前面道路幅員が１２ｍを超える場合
幅員の１／２の高さを超える建築物

45°

中央

前面道路（L）

特
定
建
築
物

高さ（L／２）

道路を閉塞させる住宅・建築物イメージ図

特
定
建
築
物
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耐震診断及び耐震改修に係る支援制度の概要

住宅・建築物耐震改修等事業

補
助
・交
付
金

融
資
制
度

税
制

住宅金融公庫融資
（戸建住宅の場合） （マンションの場合）

基本融資額 １０００万円 融資額 工事費の８０％以内

金利3.40％ H18.9.5現在 （１５０万円／戸）

（基準金利より０.２％マイナス） 金利3.20％H18.9.5現在

住宅ローン減税制度
10年間、ローン残高の0.5~１％を所得税額から控除

中古住宅購入の際のローン減税
築後年数要件（マンション25年以内、木造戸建20年以内）
を撤廃し、新耐震基準への適合を要件化（H17より）

耐震改修促進税制
一定の区域内において、耐震改修に要した費用の１０%相
当額（２０万円を上限）を所得税額から控除。また、固定資
産税を一定期間、１／２に減額

耐震改修促進税制
事業者が行う特定建築物の耐震改
修工事の費用について１０％の特
別償却

負担割合：国1/2＋地方1/2 又は
国1/3＋地方1/3＋所有者1/3

国7.6%＋地方7.6% 国7.6%＋地方7.6%

日本政策投資銀行融資
（環境配慮型社会形成促進事業）

政策金利Ⅰ
融資比率４０％

地域住宅交付金／まちづくり交付金

国1/3＋地方1/3＋所有者1/3

既成市街地で、地震により
道路閉塞が生じるおそれの
ある地区の住宅

DID等で、耐震改修促進法の認定を受けた
一定規模以上の建築物

H18税制

①緊急輸送道路の沿道の建築物の場合に補助率のかさ上げ
耐震診断：1/2（国・地方で全額負担）、耐震改修：1/3（国・地方で合計2/3）

②地震防災対策強化地域内等※に限定していた地域要件を撤廃し、全国展開
※東海地震、東南海・南海地震、南関東直下地震等のおそれのある地域

国費２０億円（H17） １３０億円（H18）＋３０億円(H17補正）

戸建住宅 共同住宅 建築物

耐震診断

耐震改修

H17補正

その他事業の例

耐震改修の計画策定、ハザードマップ作成、相談体制整備、講習会開催、技術者の育成、
パンフレット作成、情報提供（事業者情報、概算工事費、事例集）、地域の地震防災活動支援等

国１／２＋地方１／２

１３６．５億円（H1９）

③避難路沿道等分譲マンションを耐震改修する場合に補助率のかさ上げ
補助率：33.3%（国16.7％＋地方16.7%）

H19予算

H17補正
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